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議事録（概要版） 
 

会 議 名 2020年度（令和 2年度） 第 1回 福山市男女共同参画審議会 

議   題 

報告事項：(1)2019 年度（令和元年度）福山市男女共同参画基本計画（第 4 次）の年次報

告について 

(2)審議会等への女性の参画状況について 

(3)2020年度（令和 2年度）福山市男女共同参画推進計画について 

協議事項：(1)福山市男女共同参画推進表彰について 

日   時 

場   所 

2020年（令和 2年）8月 5日（水）10：30～   

福山市男女共同参画センター大会議室 

出 席 者 

 

欠 席 者 

事 務 局 

大庭委員，荒玉委員，正保委員（会長），齋藤委員，馬場委員，岡本委員，安武委員，廣

中委員，佐藤委員，小葉竹委員，石井委員，瀬戸田委員，野島委員，平木委員 

平賀委員 

スポーツ・青少年女性担当部長，青少年・女性活躍推進課長，雇用労働担当課長 ほか 

傍   聴 1名 

 

１ 報告事項 

(1) 2019年度（令和元年度）福山市男女共同参画基本計画（第 4次）の年次報告について 

(2) 審議会等への女性の参画状況について 

(3) 2020年度（令和 2年度）福山市男女共同参画推進計画について 

→ 事務局が一括で説明し，続いて質疑応答を行った。 

 

質疑 応答 

 

①  関連する取組の中で，「ふくやままちづく

り大学」の講座数が記載されているが，現在

講座形式が変更され受講生が激減している。

これまでは市立大学のゼミも入って，若い人

を積極的に取り入れ，実施していた。しかし

現在は，バラバラの講座になってしまい，修

了課程もなくなっている。また養成講座も非

常に減少し，まちづくりの若い力が育ってい

ないような気がするが，まちづくり大学の講

座の形式を変更したのは，どういうことなの

か。 

 

②  運動推進員やフレイル予防委員の養成講座

が，すこやかセンター等市の中心部でしか実

施されてなく，遠隔地の人が参加しにくいも

のとなっている。いろいろな所で実施しない

と，人材を増やしていくことが非常に難しい

のではないか。高齢者支援や健康推進におけ

る，行政間の連携が非常に悪い。また高齢者

を地域で見守るという取組の中で，近年は公

民館が統合されたりと，地域に交流施設がな

くなってきており，逆行している気がするが，

どのように思っているのか。 

 

 

 

 

①  担当部署が不在のため明確なお答えは出来な

いが，この点については後日担当課に確認し，

報告をさせていただく。ご意見についてはしっ

かり受け止め，担当部署にお伝えする。今後は

各施策の効果についてしっかり検証し，改善す

るべきところは改善していく。各種施策が連携

して，より効果を上げるよう，方法を検討して

いく。 

 

 

 

 

②  これについても担当課と協議し，対応できる

ことは対応していく。今後の施策についても

色々検討し，新しい生活様式に適合するよう，

事業の改善・対応に取り組んでいく。 
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③  「男女共同参画に関する資料の収集・提供」

について，イコールの図書はコロナ対策とし

てインターネット予約システムはないのか。 

 

④  日本女性会議等へ参加した場合，どのよう

な内容だったか等の報告は，どこかで見るこ

とは出来るのか。 

 

⑤  コロナ禍において，ＤＶの相談件数は増え

ているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  現時点では対応していない。 

 

 

 

④  昨年度は，災害により中止となって参加して

いないが，今後は参加した際には，情報誌など

を活用して報告・発信していくことを検討する。 

 

⑤  相談件数は，今年の３月～６月のデータによ

ると，昨年の同時期と比較し増えている。しか

し，明確にコロナの影響によるものは，多くは

ない。ただしＤＶは原因があってすぐ起こると

いうものではなく，徐々に酷くなっていくこと

も考えられる。その中で，今回補正予算として

「一時的な避難場所」の増設に係る予算を確保

し，今後，被害者が一時避難をすぐに出来るよ

うに対応していく。 

 

 

２ 協議事項 

(1)福山市男女共同参画推進表彰について 

  →事務局から諮問，説明し，質疑応答を行った上，諮問案どおり認める旨の答申を得た。 

 

質疑 応答 

 

①  「ふくやまワーク・ライフ・バランス」認

定制度の申込書には，「労働法令に違反して

いません」という様な，事業者が自己申告で

きるような項目は設けてあるのか。 

 

②  パワー・ハラスメント防止法が，６月から

施行されているが，認定基準表に言及されて

いるか。項目２８・２９における，「ハラスメ

ント関係」について，セクシュアル・ハラス

メントだけに限らず，「ハラスメント等に関

する」という様に，全てのハラスメントを網

羅出来る表現への変更は可能か。 

 

 

①  現在そのようなチェック欄は設けていない

が，それぞれに聞き取り調査を行う際に，確実

に確認をさせていただいている。 

 

 

②  今後検討していきたい。 

 

 

 

 

 


